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用語解説

リスクを有する資産（貸出金や有価証券など）をリスクの大きさに応じて掛け目を乗じ、再評価した資産金額です。
自己資本の額÷リスク・アセット等の額の合計額。

リスク・アセット

自己資本比率

項　目

自己資本の構成に関する開示事項

令和2年3月期

（単位：百万円、％）

（注）自己資本比率の算出方法を定めた「信用金庫法第89条第１項において準用する銀行法第14条の2の規定に基づき、信用金庫及び信用金庫連合会がその保有する資産等に照らし自己
資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年金融庁告示第21号)」に基づき算出しております。なお、当金庫は国内基準により自己資本比率を算出してお
ります。

コア資本に係る基礎項目 （1）
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る会員勘定の額

うち、出資金及び資本剰余金の額
うち、利益剰余金の額
うち、外部流出予定額（△）
うち、上記以外に該当するものの額

コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額
うち、適格引当金コア資本算入額 

適格旧資本調達手段の額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
公的機関による資本の増強に関する措置を通じて発行された資本調達手段の額のうち、
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45パーセントに相当する額のうち、
コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額
コア資本に係る基礎項目の額 （イ）
コア資本に係る調整項目 （2）
無形固定資産（モーゲージ・サービシング・ライツに係るものを除く。）の額の合計額

うち、のれんに係るものの額
うち、のれん及びモーゲージ・サービシング・ライツに係るもの以外の額

繰延税金資産（一時差異に係るものを除く。）の額
適格引当金不足額
証券化取引に伴い増加した自己資本に相当する額
負債の時価評価により生じた時価評価差額であって自己資本に算入される額
前払年金費用の額
自己保有普通出資等（純資産の部に計上されるものを除く。）の額
意図的に保有している他の金融機関等の対象資本調達手段の額
少数出資金融機関等の対象普通出資等の額
信用金庫連合会の対象普通出資等の額
特定項目に係る10パーセント基準超過額

うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

特定項目に係る15パーセント基準超過額
うち、その他金融機関等の対象普通出資等に該当するものに関連するものの額
うち、モーゲージ・サービシング・ライツに係る無形固定資産に関連するものの額
うち、繰延税金資産（一時差異に係るものに限る。）に関連するものの額

コア資本に係る調整項目の額 （ロ）
自己資本
自己資本の額（（イ）－（ロ）） （ハ）
リスク・アセット等 （3）
信用リスク・アセットの額の合計額 

うち、経過措置によりリスク・アセットの額に算入される額の合計額
うち、他の金融機関等向けエクスポージャー
うち、上記以外に該当するものの額

オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8パーセントで除して得た額
信用リスク・アセット調整額
オペレーショナル・リスク相当額調整額
リスク・アセット等の額の合計額 （ニ）
自己資本比率
自己資本比率（（ハ）/（二））
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令和3年3月期
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△ 720 

 ー 
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 73,191 

15.11 

　第１の柱では最低所要自己資本比率を定めており、自己資本比率を算定するにあたり、分母となるリ
スクの計測をより精緻化するという点が最も大きな特徴です。また、この分母には、オペレーショナル・リ
スク（オペレーショナル・リスク相当額の合計額を８％で除して得た額）が含まれております。

　銀行勘定の金利リスクや信用集中リスクなど第１の柱の対象となっていないリスクも含め、金融機関
自らがリスクを適切に管理し、リスクに見合う適正な自己資本を維持するという「自己管理型」のリスク
管理と自己資本の充実の取組みを期待すること、また、監督当局は、各金融機関が自発的に創意工夫し
たリスク管理の方法について検証・評価を行い、必要に応じて適切な監督上の措置を講ずることなどが
求められております。

　開示の充実を通じて市場規律の実効性を高めることとされ、自己資本比率とその内訳、各リスクのリ
スク量とその計測手法等について以下の情報開示が求められております。
　①自己資本の構成に関する開示　　②定性的な開示　　③定量的な開示

最低所要自己資本比率

≧ ４％
自己資本の額（コア資本に係る基礎項目－コア資本に係る調整項目）

信用リスク・アセットの合計額＋オペレーショナル・リスク

　自己資本比率規制（バーゼルⅢ（国内基準））による開示は、「信用金庫法施行規則第132条第1項第5号二
等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項（金融庁告示8号）」およ
び「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」で定めのある第3の柱における、「標準的手法」、「国内基
準」に基づき開示しております。

金融機関の自己管理と監督上の検証

●自己資本調達手段の概要 …………………………………………………………………………………………… 29
●自己資本の充実度に関する評価方法の概要 ……………………………………………………………………… 29
●信用リスクに関するリスク管理の方針および手続の概要
  （リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーおよび証券化エクスポージャーを除く） ………… 30
●信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針および手続の概要 ……………………………………………… 33
●派生商品取引および長期決済期間取引の取引相手のリスクに関するリスク管理の方針および手続の概要……… 33
●証券化エクスポージャーに関するリスク管理の方針および手続の概要 ………………………………………… 33
●オペレーショナル・リスクに関するリスク管理の方針および手続の概要 ………………………………………… 34
●出資等エクスポージャーに関するリスク管理の方針および手続の概要 ………………………………………… 34
●金利リスクに関するリスク管理の方針および手続の概要 ………………………………………………………… 35

② 定 性 的 な 開 示 事 項

①自己資本の構成に関する開示事項

③ 定 量 的 な 開 示 事 項

●自己資本の構成に関する開示事項 ………………………………………………………………………………… 28

●自己資本の充実度に関する事項 …………………………………………………………………………………… 29
●信用リスクに関する事項 …………………………………………………………………………………………… 30
●信用リスク削減手法に関する事項 ………………………………………………………………………………… 33
●出資等エクスポージャーに関する事項 ……………………………………………………………………………… 34
●リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項 ……………………………………… 34
●金利リスクに関する事項 …………………………………………………………………………………………… 35

第1の柱

市場規律

第2の柱

第3の柱

自己資本比率規制（自己資本の構成）による開示自己資本比率規制（第3の柱）による開示
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　当金庫はこれまで、特別積立金への積上げによる内部留保に努めており、その結果自己資本の充実度は高く、経営の健全性・
安全性を充分保っていると評価しております。なお、将来の自己資本の充実策についても、毎期策定する事業計画に基づいた業
務推進を通じて得られる利益による自己資本の積上げを基本的な方針としております。

項　目 令和2年3月期

60,721
61,441

―
―
―
―
―
―
―
270
341
20

4,111
37,938
6,439
672
43
25
3

383
―
431
431
―

10,645
3,705

514
67
―

94
6,263
―
―
―
―
113
113
―
―
―
―
―

△720
―
―

3,396
64,117

2,428
2,457
―
―
―
―
―
―
―
10
13
0

164
1,517
257
26
1
1
0
15
―
17
17
―
425
148

20
2
―

3
250
―
―
―
―
4
4
―
―
―
―
―

△28
―
―
135
2,564

令和3年3月期

（注）1.所要自己資本の額＝リスク・アセット×４％
2.「エクスポージャー」とは、資産(派生商品取引によるものを除く)並びにオフ・バランス取引および派生商品取引の与信相当額等のことです。
3.「３ヵ月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャーおよび「我が国の中央政府及び中央銀行向け」から「法人
等向け」(「国際決済銀行等向け」を除く)においてリスク・ウェイトが１５０％になったエクスポージャーのことです。

4.当金庫は、基礎的手法によりオペレーショナル・リスク相当額を算定しております。

5.単体総所要自己資本額＝単体自己資本比率の分母の額×４％

リスク・アセット 所要自己資本額 リスク・アセット 所要自己資本額

2.自己資本の充実度に関する評価方法の概要
　信用リスクとは、取引先の財務状況の悪化などにより、当金庫の資産の価値が減少あるいは消滅し、損失を受けるリスクのことを
いいます。         
　当金庫では、信用リスクを当金庫が管理すべき最重要リスクであるとの認識のもと、安全性、公共性、流動性、成長性、収益性の５
原則に則った厳正な与信判断を行うべく、与信業務の普遍的かつ基本的な理念・指針・規範等を明示した「貸出事務取扱規程」、「信
用リスク管理要領」を制定し、広く役職員に理解と遵守を促すなど、信用リスク管理を徹底しております。
　信用リスクの評価は、小口多数取引の推進によるリスク分散の他、与信ポートフォリオ管理として、自己査定による債務者区分別、
業種別、さらには与信集中によるリスクを抑制するための大口与信先の管理など、さまざまな角度からの分析に注力しております。
　また、当金庫では、信用リスクを計測するため、与信額や予想デフォルト率のデータを整備し、ＶａＲモデルを用いて信用リスク量を
計測して信用リスク管理に活用しています。         
　個別案件の審査・与信管理にあたっては、審査管理部門と営業推進部門を互いに分離し、相互に牽制が働く体制としております。
また、一連の信用リスク管理の状況については、ＡＬＭ委員会で協議検討を行うとともに、必要に応じて常務会、理事会といった経営
陣に報告する態勢を構築しております。         
　信用コストである貸倒引当金は、「自己査定基準に関する規程」および「償却・引当基準に関する規程」に基づき、自己査定におけ
る債務者区分ごとに算定しております。一般貸倒引当金にあたる正常先、要注意先、要管理先については、債務者区分ごとの債権
額にそれぞれ貸倒実績率に基づいた予想損失率を乗じて算出しております。個別貸倒引当金のうち破綻懸念先については、優良担
保を除いた未保全額に対して貸倒実績率に基づいた予想損失率を乗じて算出しております。また、実質破綻先および破綻先につい
ては、債権額から担保処分可能見込額および保証による回収可能見込額を控除し、その残額を引当しております。なお、それぞれの
結果については監査法人の監査を受けるなど適正な計上に努めております。

3.信用リスクに関するリスク管理の方針および手続の概要
　 （リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーおよび証券化エクスポージャーを除く）

自己資本の充実度に関する事項 （単位：百万円）

用語解説

各々のリスク・アセット×4%（自己資本比率規制における国内基準）
リスクに晒されている資産のことを指しており、具体的には貸出金などの与信取引と有価証券などの投資資産が該当します。
自己資本比率規制においては、住宅ローンの中で代表的なものとして、抵当権が第一順位かつ担保評価が十分満たされているものを指しています。
（代表的な解釈は）不動産の取得又は運用を目的とした事業者。
金庫の業務上において不適切な処理などで生じる事象により損失を受けるリスクのことを指しています。具体的には不適切な事務処理により生じる
事務リスク、システムの誤作動等によって生じるシステム・リスク、風説の流布や誹謗中傷などにより企業イメージを毀損する風評リスク、裁判等により
賠償責任を負うなどの法務リスク、その他人材の流出や事故などにより人材を逸失する人的リスクなどが含まれます。

所要自己資本
エクスポージャー
抵当権付住宅ローン
不動産取得等事業者
オペレーショナル・リスク

（単位：百万円）

イ.信用リスク・アセット・所要自己資本の額の合計
①標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー
現金
我が国の中央政府及び中央銀行向け
外国の中央政府及び中央銀行向け
国際決済銀行等向け
我が国の地方公共団体向け
外国の中央政府等以外の公共部門向け
国際開発銀行向け
地方公共団体金融機構向け
我が国の政府関係機関向け
地方三公社向け
金融機関及び第一種金融商品取引業者向け
法人等向け
中小企業等向け及び個人向け
抵当権付住宅ローン
不動産取得等事業向け
３ヵ月以上延滞等
取立未済手形
信用保証協会等による保証付
株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付
出資等
出資等のエクスポージャー
重要な出資のエクスポージャー

上記以外
他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通出資等及びその他
外部TLAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー
信用金庫連合会の対象普通出資等であってコア資本に係る調整項目の額に
算入されなかった部分に係るエクスポージャー
特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係るエクスポージャー
総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有している他の金融機関等に係る
その他外部TLAC関連調達手段に関するエクスポージャー
総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有していない他の金融機関等に係るその他外部TLAC
関連調達手段のうち、その他外部TLAC関連調達手段に係る５％基準額を上回る部分に係るエクスポージャー
上記以外のエクスポージャー

②証券化エクスポージャー

③リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー
ルック・スルー方式
マンデート方式
蓋然性方式（２５０％）
蓋然性方式（４００％）
フォールバック方式（１，２５０％）

④経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額
⑤他の金融機関等の対象資本等調達手段に係るエクスポージャーに係る経過措置により
　リスク・アセットの額に算入されなかったものの額
⑥ＣＶＡリスク相当額を８％で除して得た額
⑦中央清算機関関連エクスポージャー

ロ.オペレーショナル・リスク相当額の合計額を８％で除して得た額
ハ.単体総所要自己資本額（イ＋ロ）

粗利益（直近３年間のうち正の値の合計額）×15%
直近３年間のうち粗利益が正の値であった年数

オペレーショナル・リスク相当額
(基礎的手法)の算定方法〈             〉

（注）1.貸出金には、未収利息、貸出金に準じる仮払金を含んでおります。
2.コミットメントとは、顧客からの融資実行の申出を受けた場合に、契約上規程された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する当座貸越契約であり、
これらの契約に係る融資未実行残高です。
3.オフ・バランス取引には、債務保証および代理業務貸付を含んでおります。
4.「３ヵ月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャーのことです。
5.業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関
　リスク・ウェイトの判定に使用した適格格付機関は次のとおりです。
　なお、エクスポージャーの種類ごとに適格格付機関の使い分けは行っておりません。      
①国内発行体
●株式会社格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）　●株式会社日本格付研究所（ＪＣＲ）
②海外発行体
●ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Moody's)　●S&Pグローバル・レーティング（S&P)

イ．信用リスクに関するエクスポージャーおよび主な種類別の期末残高

国内
国外
 地域別合計
製造業
農業、林業
漁業
鉱業、採石業、砂利採取業
建設業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業、郵便業
卸売業、小売業
金融業、保険業
不動産業
物品賃貸業
学術研究、専門・技術サービス業
宿泊業
飲食業
生活関連サービス業、娯楽業
教育、学習支援業
医療、福祉
その他のサービス
国・地方公共団体等
個　　人
 業種別合計

124,685 
2,605 

127,290 
5,867 
2,239 
182 
482 
6,775 
2,085 
117 
1,207 
4,548 
7,305 
29,788 
1,032 
514 
448 
360 
825 
23 

1,439 
1,140 
49,231 
11,672 
127,290 

137,441 
3,671 

141,113 
6,730 
2,205 
181 
528 
7,951 
2,512 
180 
1,532 
5,624 
7,153 
36,235 
1,194 
632 
475 
674 
1,040 
41 

1,523 
1,952 
50,281 
12,460 
141,113 

77,194 
ー 

77,194 
4,256 
2,239 
182 
482 
6,074 
482 
17 
393 
4,047 
1,994 
29,082 
1,032 
514 
448 
360 
825 
23 

1,439 
1,140 
10,484 
11,672 
77,194 

89,383 
ー 

89,383 
5,021 
2,205 
181 
528 
7,254 
609 
80 
570 
5,123 
1,704 
35,531 
1,194 
632 
475 
674 
1,040 
41 

1,523 
1,952 
10,576 
12,460 
89,383 

47,491 
2,605 
50,096 
1,611 
ー 
ー 
ー 

701 
1,603 
100 
814 
501 
5,310 
706 
ー 
ー 
ー 
ー 
ー 
ー 
ー 
ー 

38,746 
ー 

50,096 

48,058 
3,671 
51,729 
1,708 
ー 
ー 
ー 

696 
1,903 
99 
962 
501 
5,448 
703 
ー 
ー 
ー 
ー 
ー 
ー 
ー 
ー 

39,705 
ー 

51,729 

157 
ー 

157 
0 
49 
ー 
20 
10 
ー 
ー 
ー 
12 
ー 
ー 
ー 
11 
ー 
ー 
ー 
ー 
ー 
ー 
ー 
51 
157 

340 
ー 

340 
ー 

234 
ー 
20 
10 
ー 
ー 
ー 
20 
ー 
ー 
ー 
4 
ー 
ー 
ー 
ー 
ー 
ー 
ー 
50 
340 

信用リスクエクスポージャー期末残高

債 券
3ヵ月以上延滞
エクスポージャー

令和3年３月期令和2年３月期令和3年３月期令和2年３月期令和3年３月期令和2年３月期令和3年３月期令和2年３月期
地域区分
業種区分

エクスポージャー
区分 貸出金、コミットメントおよびその他の

デリバティブ以外のオフ・バランス取引

〈地域別・業種別〉

１.自己資本調達手段の概要
当金庫の自己資本は、地域のお客さまからお預かりしている普通出資金および利益剰余金等により構成されております。

証券化
再証券化

STC要件適用分
非STC要件適用分

自己資本比率規制（第3の柱）による開示

69,649
70,369

―
―
―
―
―
―
―
280
361
20

5,012
44,954
6,865
982
19
35
2

809
―
109
109
―

10,305
3,705

514
64
―

387
5,632
―
―
―
―
611
611
―
―
―
―
―

△720
―
―

3,541
73,191

2,785
2,814
―
―
―
―
―
―
―
11
14
0

200
1,798
274
39
0
1
0
32
―
4
4
―
412
148

20
2
―

15
225
―
―
―
―
24
24
―
―
―
―
―

△28
―
―
141
2,927
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　当金庫はこれまで、特別積立金への積上げによる内部留保に努めており、その結果自己資本の充実度は高く、経営の健全性・
安全性を充分保っていると評価しております。なお、将来の自己資本の充実策についても、毎期策定する事業計画に基づいた業
務推進を通じて得られる利益による自己資本の積上げを基本的な方針としております。

項　目 令和2年3月期

60,721
61,441

―
―
―
―
―
―
―
270
341
20

4,111
37,938
6,439
672
43
25
3

383
―
431
431
―

10,645
3,705

514
67
―

94
6,263
―
―
―
―
113
113
―
―
―
―
―

△720
―
―

3,396
64,117

2,428
2,457
―
―
―
―
―
―
―
10
13
0

164
1,517
257
26
1
1
0
15
―
17
17
―
425
148

20
2
―

3
250
―
―
―
―
4
4
―
―
―
―
―

△28
―
―
135
2,564

令和3年3月期

（注）1.所要自己資本の額＝リスク・アセット×４％
2.「エクスポージャー」とは、資産(派生商品取引によるものを除く)並びにオフ・バランス取引および派生商品取引の与信相当額等のことです。
3.「３ヵ月以上延滞等」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３ヵ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャーおよび「我が国の中央政府及び中央銀行向け」から「法人
等向け」(「国際決済銀行等向け」を除く)においてリスク・ウェイトが１５０％になったエクスポージャーのことです。

4.当金庫は、基礎的手法によりオペレーショナル・リスク相当額を算定しております。

5.単体総所要自己資本額＝単体自己資本比率の分母の額×４％

リスク・アセット 所要自己資本額 リスク・アセット 所要自己資本額

2.自己資本の充実度に関する評価方法の概要
　信用リスクとは、取引先の財務状況の悪化などにより、当金庫の資産の価値が減少あるいは消滅し、損失を受けるリスクのことを
いいます。         
　当金庫では、信用リスクを当金庫が管理すべき最重要リスクであるとの認識のもと、安全性、公共性、流動性、成長性、収益性の５
原則に則った厳正な与信判断を行うべく、与信業務の普遍的かつ基本的な理念・指針・規範等を明示した「貸出事務取扱規程」、「信
用リスク管理要領」を制定し、広く役職員に理解と遵守を促すなど、信用リスク管理を徹底しております。
　信用リスクの評価は、小口多数取引の推進によるリスク分散の他、与信ポートフォリオ管理として、自己査定による債務者区分別、
業種別、さらには与信集中によるリスクを抑制するための大口与信先の管理など、さまざまな角度からの分析に注力しております。
　また、当金庫では、信用リスクを計測するため、与信額や予想デフォルト率のデータを整備し、ＶａＲモデルを用いて信用リスク量を
計測して信用リスク管理に活用しています。         
　個別案件の審査・与信管理にあたっては、審査管理部門と営業推進部門を互いに分離し、相互に牽制が働く体制としております。
また、一連の信用リスク管理の状況については、ＡＬＭ委員会で協議検討を行うとともに、必要に応じて常務会、理事会といった経営
陣に報告する態勢を構築しております。         
　信用コストである貸倒引当金は、「自己査定基準に関する規程」および「償却・引当基準に関する規程」に基づき、自己査定におけ
る債務者区分ごとに算定しております。一般貸倒引当金にあたる正常先、要注意先、要管理先については、債務者区分ごとの債権
額にそれぞれ貸倒実績率に基づいた予想損失率を乗じて算出しております。個別貸倒引当金のうち破綻懸念先については、優良担
保を除いた未保全額に対して貸倒実績率に基づいた予想損失率を乗じて算出しております。また、実質破綻先および破綻先につい
ては、債権額から担保処分可能見込額および保証による回収可能見込額を控除し、その残額を引当しております。なお、それぞれの
結果については監査法人の監査を受けるなど適正な計上に努めております。

3.信用リスクに関するリスク管理の方針および手続の概要
　 （リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーおよび証券化エクスポージャーを除く）

自己資本の充実度に関する事項 （単位：百万円）

用語解説

各々のリスク・アセット×4%（自己資本比率規制における国内基準）
リスクに晒されている資産のことを指しており、具体的には貸出金などの与信取引と有価証券などの投資資産が該当します。
自己資本比率規制においては、住宅ローンの中で代表的なものとして、抵当権が第一順位かつ担保評価が十分満たされているものを指しています。
（代表的な解釈は）不動産の取得又は運用を目的とした事業者。
金庫の業務上において不適切な処理などで生じる事象により損失を受けるリスクのことを指しています。具体的には不適切な事務処理により生じる
事務リスク、システムの誤作動等によって生じるシステム・リスク、風説の流布や誹謗中傷などにより企業イメージを毀損する風評リスク、裁判等により
賠償責任を負うなどの法務リスク、その他人材の流出や事故などにより人材を逸失する人的リスクなどが含まれます。

所要自己資本
エクスポージャー
抵当権付住宅ローン
不動産取得等事業者
オペレーショナル・リスク

（単位：百万円）

イ.信用リスク・アセット・所要自己資本の額の合計
①標準的手法が適用されるポートフォリオごとのエクスポージャー
現金
我が国の中央政府及び中央銀行向け
外国の中央政府及び中央銀行向け
国際決済銀行等向け
我が国の地方公共団体向け
外国の中央政府等以外の公共部門向け
国際開発銀行向け
地方公共団体金融機構向け
我が国の政府関係機関向け
地方三公社向け
金融機関及び第一種金融商品取引業者向け
法人等向け
中小企業等向け及び個人向け
抵当権付住宅ローン
不動産取得等事業向け
３ヵ月以上延滞等
取立未済手形
信用保証協会等による保証付
株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付
出資等
出資等のエクスポージャー
重要な出資のエクスポージャー

上記以外
他の金融機関等の対象資本等調達手段のうち対象普通出資等及びその他
外部TLAC関連調達手段に該当するもの以外のものに係るエクスポージャー
信用金庫連合会の対象普通出資等であってコア資本に係る調整項目の額に
算入されなかった部分に係るエクスポージャー
特定項目のうち調整項目に算入されない部分に係るエクスポージャー
総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有している他の金融機関等に係る
その他外部TLAC関連調達手段に関するエクスポージャー
総株主等の議決権の百分の十を超える議決権を保有していない他の金融機関等に係るその他外部TLAC
関連調達手段のうち、その他外部TLAC関連調達手段に係る５％基準額を上回る部分に係るエクスポージャー
上記以外のエクスポージャー

②証券化エクスポージャー

③リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャー
ルック・スルー方式
マンデート方式
蓋然性方式（２５０％）
蓋然性方式（４００％）
フォールバック方式（１，２５０％）

④経過措置によりリスク・アセットの額に算入されるものの額
⑤他の金融機関等の対象資本等調達手段に係るエクスポージャーに係る経過措置により
　リスク・アセットの額に算入されなかったものの額
⑥ＣＶＡリスク相当額を８％で除して得た額
⑦中央清算機関関連エクスポージャー

ロ.オペレーショナル・リスク相当額の合計額を８％で除して得た額
ハ.単体総所要自己資本額（イ＋ロ）

粗利益（直近３年間のうち正の値の合計額）×15%
直近３年間のうち粗利益が正の値であった年数

オペレーショナル・リスク相当額
(基礎的手法)の算定方法〈             〉

（注）1.貸出金には、未収利息、貸出金に準じる仮払金を含んでおります。
2.コミットメントとは、顧客からの融資実行の申出を受けた場合に、契約上規程された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する当座貸越契約であり、
これらの契約に係る融資未実行残高です。
3.オフ・バランス取引には、債務保証および代理業務貸付を含んでおります。
4.「３ヵ月以上延滞エクスポージャー」とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３カ月以上延滞している債務者に係るエクスポージャーのことです。
5.業種別区分は日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関
　リスク・ウェイトの判定に使用した適格格付機関は次のとおりです。
　なお、エクスポージャーの種類ごとに適格格付機関の使い分けは行っておりません。      
①国内発行体
●株式会社格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）　●株式会社日本格付研究所（ＪＣＲ）
②海外発行体
●ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インク（Moody's)　●S&Pグローバル・レーティング（S&P)

イ．信用リスクに関するエクスポージャーおよび主な種類別の期末残高

国内
国外
 地域別合計
製造業
農業、林業
漁業
鉱業、採石業、砂利採取業
建設業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業、郵便業
卸売業、小売業
金融業、保険業
不動産業
物品賃貸業
学術研究、専門・技術サービス業
宿泊業
飲食業
生活関連サービス業、娯楽業
教育、学習支援業
医療、福祉
その他のサービス
国・地方公共団体等
個　　人
 業種別合計

124,685 
2,605 

127,290 
5,867 
2,239 
182 
482 
6,775 
2,085 
117 
1,207 
4,548 
7,305 
29,788 
1,032 
514 
448 
360 
825 
23 

1,439 
1,140 
49,231 
11,672 
127,290 

137,441 
3,671 

141,113 
6,730 
2,205 
181 
528 
7,951 
2,512 
180 
1,532 
5,624 
7,153 
36,235 
1,194 
632 
475 
674 
1,040 
41 

1,523 
1,952 
50,281 
12,460 
141,113 

77,194 
ー 

77,194 
4,256 
2,239 
182 
482 
6,074 
482 
17 
393 
4,047 
1,994 
29,082 
1,032 
514 
448 
360 
825 
23 

1,439 
1,140 
10,484 
11,672 
77,194 

89,383 
ー 

89,383 
5,021 
2,205 
181 
528 
7,254 
609 
80 
570 
5,123 
1,704 
35,531 
1,194 
632 
475 
674 
1,040 
41 

1,523 
1,952 
10,576 
12,460 
89,383 

47,491 
2,605 
50,096 
1,611 
ー 
ー 
ー 

701 
1,603 
100 
814 
501 
5,310 
706 
ー 
ー 
ー 
ー 
ー 
ー 
ー 
ー 

38,746 
ー 

50,096 

48,058 
3,671 
51,729 
1,708 
ー 
ー 
ー 

696 
1,903 
99 
962 
501 
5,448 
703 
ー 
ー 
ー 
ー 
ー 
ー 
ー 
ー 

39,705 
ー 

51,729 

157 
ー 

157 
0 
49 
ー 
20 
10 
ー 
ー 
ー 
12 
ー 
ー 
ー 
11 
ー 
ー 
ー 
ー 
ー 
ー 
ー 
51 
157 

340 
ー 

340 
ー 

234 
ー 
20 
10 
ー 
ー 
ー 
20 
ー 
ー 
ー 
4 
ー 
ー 
ー 
ー 
ー 
ー 
ー 
50 
340 

信用リスクエクスポージャー期末残高

債 券
3ヵ月以上延滞
エクスポージャー

令和3年３月期令和2年３月期令和3年３月期令和2年３月期令和3年３月期令和2年３月期令和3年３月期令和2年３月期
地域区分
業種区分

エクスポージャー
区分 貸出金、コミットメントおよびその他の

デリバティブ以外のオフ・バランス取引

〈地域別・業種別〉

１.自己資本調達手段の概要
当金庫の自己資本は、地域のお客さまからお預かりしている普通出資金および利益剰余金等により構成されております。

証券化
再証券化

STC要件適用分
非STC要件適用分

自己資本比率規制（第3の柱）による開示

69,649
70,369

―
―
―
―
―
―
―
280
361
20

5,012
44,954
6,865
982
19
35
2

809
―
109
109
―

10,305
3,705

514
64
―

387
5,632
―
―
―
―
611
611
―
―
―
―
―

△720
―
―

3,541
73,191

2,785
2,814
―
―
―
―
―
―
―
11
14
0

200
1,798
274
39
0
1
0
32
―
4
4
―
412
148

20
2
―

15
225
―
―
―
―
24
24
―
―
―
―
―

△28
―
―
141
2,927
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ロ.一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高および期中の増減額
　 43ページ「貸倒引当金内訳」をご参照ください。

製造業
農業、林業
漁業
鉱業、採石業、砂利採取業
建設業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業、郵便業
卸売業、小売業
金融業、保険業
不動産業
物品賃貸業
学術研究、専門、技術サービス業
宿泊業
飲食業
生活関連サービス業、娯楽業
教育、学習支援業
医療、福祉
その他サービス業
国・地方公共団体
個人
　　　合　　計

337
86
17
16
67
―
0
―
168
―
5
―
5
―
10
2
―
44
6
―
170
939

497
75
23
20
115
―
0
―
174
―
3
―
4
―
7
―
―
66
2
―
189
1,182

497
75
23
20
115
―
0
―
174
―
3
―
4
―
7
―
―
66
2
―
189
1,182

477
215
20
20
74
―
0
―
157
―
1
―
4
―
4
―
―
57
2
―
182
1,220

―
―
―
―
3
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
3
―
―
7

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
1
1

337
86
17
16
64
―
0
―
168
―
5
―
5
―
10
2
―
44
3
―
170
932

497
75
23
20
115
―
0
―
174
―
3
―
4
―
7
―
―
66
2
―
188
1,181

497
75
23
20
115
―
0
―
174
―
3
―
4
―
7
―
―
66
2
―
189
1,182

477
215
20
20
74
―
0
―
157
―
1
―
4
―
4
―
―
57
2
―
182
1,220

3
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
3

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

（単位：百万円）

（注）1．当金庫は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分は省略しております。
　　2．業種別区分は、日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

ハ．業種別の個別貸倒引当金および貸出金償却の残高等

業種区分

個別貸倒引当金

期首残高

令和2年
3月期

令和3年
3月期

令和2年
3月期

令和3年
3月期

令和2年
3月期

令和3年
3月期

令和2年
3月期

令和3年
3月期

令和2年
3月期

令和3年
3月期

令和2年
3月期

令和3年
3月期

期末残高当期増減額 目的使用 その他
当期減少額 貸出金償却

告示で定めるリスク・ウェイト区分

　　　　　　　合　　計

ー
ー

2,109
ー

3,728
ー

902
ー
ー
ー

6,740

45,275
12,308
20,020
1,964
4,508
6,952
44,438

77
1,509

ー
137,055

ー
ー

2,508
ー

4,026
ー

1,003
ー
ー
ー

7,538

47,024
15,597
24,781
2,850
4,759
7,421
50,933
265

1,509
ー

155,143

エクスポージャーの額
令和2年3月期 令和3年3月期

格付適用有り 格付適用無し 格付適用有り 格付適用無し

（注）1.格付は適格格付機関が付与しているものに限ります。
　　2.エクスポージャーは信用リスク削減手法適用後のリスク・ウェイトに区分しております。
　　3.コア資本に係る調整項目となったエクスポージャー、CVAリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。

（単位：百万円）ニ．リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等

用語解説

債権の危険度を表す指標。自己資本比率規制で総資産を算出する際に、保有資産ごとに分類して用いています。
自己資本比率規制において、金融機関がリスクを算出するにあたって、用いることができる格付を付与する格付機関のことを指しています。
金融庁長官は適格性の基準に照らして適格と認められる格付機関を適格格付機関に定めています。

リスク・ウェイト

適格格付機関

0%
10%
20%
35%
50%
75%
100%
150%
250%
1,250%

(単位：百万円)〈残存期間別〉令和３年３月期

貸出金
有価証券
国債
地方債
公社公団債
金融債
その他社債
外国証券
株式
投資信託
その他の証券

16,857
3,399
1,200
1,641
357
200
―
―
―
―
―

10,069
8,800
2,399
5,643
152
―
504
100
―
―
―

9,723
2,398
1,000
1,200
97
―
100
―
―
―
―

8,395
713
―
―
56
―
300
203
―
―
153

36,363
37,799
1,599
17,451
6,932
―

6,916
3,800
―

1,100
―

3,172
681
―
―
―
―
―
160
108
408
5

84,583
 53,792

6,199
25,936
7,597
200
7,821
4,263
108
1,508
158

項　目 １年以下 ７年超 合　計１年超
３年以下

３年超
５年以下

５年超
７年以下

期間の定めの
ないもの

（単位：百万円）

（注）各項目は、未収利息を含んでおりません。

（注）各項目は、未収利息を含んでおりません。

〈残存期間別〉令和２年３月期

貸出金
有価証券
国債
地方債
公社公団債
金融債
その他社債
外国証券
株式
投資信託
その他の証券

18,095
3,657
1,199
2,199
57
200
―
―
―
―
―

9,242
8,598
2,400
4,665
1,133
200
200
―
―
―
―

2,952
439
―
―
―
―
―
―
231
199
8

72,502
51,509
6,000
24,405
8,258
400
7,025
3,900
231
1,099
187

項　目 １年以下 ７年超 合　計１年超
３年以下

３年超
５年以下

５年超
７年以下

期間の定めの
ないもの

7,761
6,971
2,199
3,828
136
―
706
100
―
―
―

29,305
31,496
200

13,712
6,871
―

5,919
3,800
―
900
93

5,145
345
―
―
58
―
200
―
―
―
86

自己資本比率規制（第3の柱）による開示
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ロ.一般貸倒引当金、個別貸倒引当金の期末残高および期中の増減額
　 43ページ「貸倒引当金内訳」をご参照ください。

製造業
農業、林業
漁業
鉱業、採石業、砂利採取業
建設業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業、郵便業
卸売業、小売業
金融業、保険業
不動産業
物品賃貸業
学術研究、専門、技術サービス業
宿泊業
飲食業
生活関連サービス業、娯楽業
教育、学習支援業
医療、福祉
その他サービス業
国・地方公共団体
個人
　　　合　　計

337
86
17
16
67
―
0
―
168
―
5
―
5
―
10
2
―
44
6
―
170
939

497
75
23
20
115
―
0
―
174
―
3
―
4
―
7
―
―
66
2
―
189
1,182

497
75
23
20
115
―
0
―
174
―
3
―
4
―
7
―
―
66
2
―
189
1,182

477
215
20
20
74
―
0
―
157
―
1
―
4
―
4
―
―
57
2
―
182
1,220

―
―
―
―
3
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
3
―
―
7

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
1
1

337
86
17
16
64
―
0
―
168
―
5
―
5
―
10
2
―
44
3
―
170
932

497
75
23
20
115
―
0
―
174
―
3
―
4
―
7
―
―
66
2
―
188
1,181

497
75
23
20
115
―
0
―
174
―
3
―
4
―
7
―
―
66
2
―
189
1,182

477
215
20
20
74
―
0
―
157
―
1
―
4
―
4
―
―
57
2
―
182
1,220

3
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
3

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

（単位：百万円）

（注）1．当金庫は、国内の限定されたエリアにて事業活動を行っているため、「地域別」の区分は省略しております。
　　2．業種別区分は、日本標準産業分類の大分類に準じて記載しております。

ハ．業種別の個別貸倒引当金および貸出金償却の残高等

業種区分

個別貸倒引当金

期首残高

令和2年
3月期

令和3年
3月期

令和2年
3月期

令和3年
3月期

令和2年
3月期

令和3年
3月期

令和2年
3月期

令和3年
3月期

令和2年
3月期

令和3年
3月期

令和2年
3月期

令和3年
3月期

期末残高当期増減額 目的使用 その他
当期減少額 貸出金償却

告示で定めるリスク・ウェイト区分

　　　　　　　合　　計

ー
ー

2,109
ー

3,728
ー

902
ー
ー
ー

6,740

45,275
12,308
20,020
1,964
4,508
6,952
44,438

77
1,509

ー
137,055

ー
ー

2,508
ー

4,026
ー

1,003
ー
ー
ー

7,538

47,024
15,597
24,781
2,850
4,759
7,421
50,933
265

1,509
ー

155,143

エクスポージャーの額
令和2年3月期 令和3年3月期

格付適用有り 格付適用無し 格付適用有り 格付適用無し

（注）1.格付は適格格付機関が付与しているものに限ります。
　　2.エクスポージャーは信用リスク削減手法適用後のリスク・ウェイトに区分しております。
　　3.コア資本に係る調整項目となったエクスポージャー、CVAリスクおよび中央清算機関関連エクスポージャーは含まれておりません。

（単位：百万円）ニ．リスク・ウェイトの区分ごとのエクスポージャーの額等

用語解説

債権の危険度を表す指標。自己資本比率規制で総資産を算出する際に、保有資産ごとに分類して用いています。
自己資本比率規制において、金融機関がリスクを算出するにあたって、用いることができる格付を付与する格付機関のことを指しています。
金融庁長官は適格性の基準に照らして適格と認められる格付機関を適格格付機関に定めています。

リスク・ウェイト

適格格付機関

0%
10%
20%
35%
50%
75%
100%
150%
250%
1,250%

(単位：百万円)〈残存期間別〉令和３年３月期

貸出金
有価証券
国債
地方債
公社公団債
金融債
その他社債
外国証券
株式
投資信託
その他の証券

16,857
3,399
1,200
1,641
357
200
―
―
―
―
―

10,069
8,800
2,399
5,643
152
―
504
100
―
―
―

9,723
2,398
1,000
1,200
97
―
100
―
―
―
―

8,395
713
―
―
56
―
300
203
―
―
153

36,363
37,799
1,599
17,451
6,932
―

6,916
3,800
―

1,100
―

3,172
681
―
―
―
―
―
160
108
408
5

84,583
 53,792

6,199
25,936
7,597
200
7,821
4,263
108
1,508
158

項　目 １年以下 ７年超 合　計１年超
３年以下

３年超
５年以下

５年超
７年以下

期間の定めの
ないもの

（単位：百万円）

（注）各項目は、未収利息を含んでおりません。

（注）各項目は、未収利息を含んでおりません。

〈残存期間別〉令和２年３月期

貸出金
有価証券
国債
地方債
公社公団債
金融債
その他社債
外国証券
株式
投資信託
その他の証券

18,095
3,657
1,199
2,199
57
200
―
―
―
―
―

9,242
8,598
2,400
4,665
1,133
200
200
―
―
―
―

2,952
439
―
―
―
―
―
―
231
199
8

72,502
51,509
6,000
24,405
8,258
400
7,025
3,900
231
1,099
187

項　目 １年以下 ７年超 合　計１年超
３年以下

３年超
５年以下

５年超
７年以下

期間の定めの
ないもの

7,761
6,971
2,199
3,828
136
―
706
100
―
―
―

29,305
31,496
200

13,712
6,871
―

5,919
3,800
―
900
93

5,145
345
―
―
58
―
200
―
―
―
86

自己資本比率規制（第3の柱）による開示
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4.信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針および手続の概要
信用リスク削減手法とは、金庫が抱えている信用リスクを軽減化するための措置をいい、具体的には、預金担保、有価証券担
保、保証などが該当します。当金庫では、融資の採上げに際し、資金使途、返済財源、財務内容、事業環境、経営者の資質など、さ
まざまな角度から可否の判断をしており、担保や保証による保全措置は、あくまでも補完的な位置付けとして認識しております。し
たがって、担保又は保証に過度に依存しないような融資の採上げ姿勢に徹しております。ただし、与信審査の結果、担保又は保証
が必要な場合には、お客さまへの十分な説明とご理解をいただいた上で、ご契約いただくなど適切な取扱いに努めております。
当金庫が扱う担保には、自金庫預金積金、有価証券、不動産等、保証には、人的保証、信用保証協会保証、政府関係機関保証、
民間保証等がありますが、その手続については、金庫が定める「貸出事務取扱規程」および「担保評価規程」等により、適切な事務
の取扱いおよび適正な評価を行っております。
また、手形貸付、割引手形、証書貸付、当座貸越、債務保証取引に関して、お客さまが期限の利益を失われた場合には、当該与
信取引の範囲において、預金相殺を用いる場合があります。この際、信用リスク削減方策の一つとして、金庫が定める「貸出事務
取扱規程」や各種約定書等に基づき、法的に有効である旨確認の上、事前の通知や諸手続を省略して払戻充当いたします。
なお、自己資本比率規制で定められている信用リスク削減手法には、適格担保として自金庫預金積金、保証として一般社団法
人しんきん保証基金、その他未担保預金等が該当します。そのうち保証に関する信用度の評価については、一般社団法人しんき
ん保証基金は法人等向けエクスポージャーとして適格格付機関が付与している格付により判定をしております。

信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー （単位：百万円）

ポートフォリオ

信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー 1,389 10,6871,240 13,884

信用リスク削減手法 適格金融資産担保 保　証
令和2年3月期 令和3年3月期 令和2年3月期 令和3年3月期

（注）当金庫は、適格金融資産担保について簡便手法を用いております。

5.派生商品取引および長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する
　リスク管理の方針および手続の概要
該当するものはありません。

　オペレーショナル・リスクは、業務運営上、可能な限り回避すべきリスクであり、当金庫では「内部統制基本方針」を踏まえ、組織
体制、管理の仕組みを整備するとともに、リスクの顕現化の未然防止および発生時の影響度の極小化に努めております。
　特に、事務リスク管理については、本部・営業店が一体となり、厳正な各種事務取扱要領の整備、その遵守を心掛けることはもちろ
んのこと、日頃の事務指導や研修体制の強化、さらには牽制態勢としての事務検証などに取組み、事務品質の向上に努めております。
　システムリスクについては、「システムリスク管理要領」に基づき、管理すべきリスクの所在、種類等を明確にし、定期的な点検検査、さら
にはシステム監査を実施し、安定した業務遂行ができるよう、多様化かつ複雑化するリスクに対して、管理態勢の強化に努めております。
　その他のリスクについては、苦情相談窓口の設置による苦情等に対する適切な処理、個人情報および情報セキュリティ体制の
整備、さらには各種リスク商品等に対する説明態勢の整備など、顧客保護の観点を重要視した管理態勢の整備に努めております。
　なお、オペレーショナル・リスク相当額の算定は、基礎的手法による計測を採用しております。
　現状、オペレーショナル・リスクに関連するリスクの状況については、必要に応じて常務会、理事会といった経営陣に対する報告
態勢を整備しております。

7.オペレーショナル・リスクに関するリスク管理の方針および手続の概要

8.出資等エクスポージャーに関するリスク管理の方針および手続の概要
　当金庫の銀行勘定における出資等エクスポージャーにあたるものとしては、上場株式、非上場株式、株式関連投資信託、信金
中央金庫出資金、投資事業有限責任組合への出資金などが該当します。
　このうち、上場株式、株式関連投資信託のリスクの認識については、時価評価および上場株式時価×△20％×β値（個別銘柄
の感応度を示す指標）によるリスク計測によって把握するとともに、運用状況に応じてＡＬＭ委員会や常務会に諮り投資継続の是
非を協議するなど適切なリスク管理に努めております。また、株式関連商品への投資は「資金運用規程」、「有価証券運用計画」の
なかで定める投資枠内での取引に限定するとともに、基本的には債券投資のヘッジ資産として位置づけており、ポートフォリオ全
体のリスク・バランスに配慮した運用に心掛けております。また、その取引については、事務部門（バックオフィス）が外部証票との
照合により内容を確認するなど、投資執行部門（フロントオフィス）に対して牽制が働く体制としております。
　なお、当該取引にかかる会計処理については日本公認会計士協会の「金融商品会計に関する実務指針」に従った適正な処理
を行っております。

（注）投資信託等の裏付け資産のうち出資等エクスポージャーに該当するものは、一括して上場株式等に含めております。

（単位：百万円）イ.貸借対照表計上額および時価等

△17
―

△17

区　分

87
518
606

貸借対照表計上額
370
―

370

時　価 時　価
370
518
889

貸借対照表計上額
上場株式等
非上場株式等
合　計

令和2年3月期 令和3年3月期

（注）1.損益計算書における損益の額を記載しております。
　　2.売却損益には投資の目的で出資した投資事業組合分の損益は含まれておりません。

9
33
―

3
31
―

区　分 令和2年3月期 令和3年3月期
（単位：百万円）ロ.出資等エクスポージャーの売却および償却に伴う損益の額

売却益
売却損
償　却

ハ.貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額

ニ.貸借対照表および損益計算書で認識されない評価損益の額
該当するものはありません。

リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関
　30ページ記載の適格格付機関をご参照ください。

投資業務（投資家）の場合
（信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクスポージャーに関する事項）

当金庫における証券化取引は投資業務（投資家）があります。投資業務については、有価証券投資の一環として捉え、リスクの
認識については、市場動向、裏付資産の状況、時価評価および適格格付機関が付与する格付情報などにより把握するとともに、
必要に応じてＡＬＭ委員会、常務会に諮り、適切なリスク管理に努めております。
また、証券化商品への投資は、有価証券に係る運用方針の中で定める運用枠内での取引に限定するとともに、取引にあたって
は、当金庫が定める「資金運用規程」に基づき、運用対象を一定の信用力を有するものとするなど、適正な運用・管理を行ってお
ります。
信用リスク・アセットの額の算出については、標準的手法を採用しております。なお、当該取引に係る会計処理については、日本
公認会計士協会の「金融商品会計に関する実務指針」に従った適正な処理を行っております。

6.証券化エクスポージャーに関するリスク管理の方針および手続の概要

イ．保有する証券化エクスポージャーの額および主な原資産の種類別の内訳
該当するものはありません。

ロ.保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの
　 残高および所要自己資本の額等
該当するものはありません。

ハ.保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用の有無
該当するものはありません。

△57 △17
区　分 令和2年3月期 令和3年3月期

（単位：百万円）

評価損益

９.リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項

1,673
―
―
―
―

908
―
―
―
―

令和2年3月期区　分 令和3年3月期
（単位：百万円）

ルック・スルー方式を適用するエクスポージャー
マンデート方式を適用するエクスポージャー
蓋然性方式(250％)を適用するエクスポージャー
蓋然性方式(400％)を適用するエクスポージャー
フォールバック方式(1,250％)を適用するエクスポージャー

自己資本比率規制（第3の柱）による開示
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4.信用リスク削減手法に関するリスク管理の方針および手続の概要
信用リスク削減手法とは、金庫が抱えている信用リスクを軽減化するための措置をいい、具体的には、預金担保、有価証券担

保、保証などが該当します。当金庫では、融資の採上げに際し、資金使途、返済財源、財務内容、事業環境、経営者の資質など、さ
まざまな角度から可否の判断をしており、担保や保証による保全措置は、あくまでも補完的な位置付けとして認識しております。し
たがって、担保又は保証に過度に依存しないような融資の採上げ姿勢に徹しております。ただし、与信審査の結果、担保又は保証
が必要な場合には、お客さまへの十分な説明とご理解をいただいた上で、ご契約いただくなど適切な取扱いに努めております。
当金庫が扱う担保には、自金庫預金積金、有価証券、不動産等、保証には、人的保証、信用保証協会保証、政府関係機関保証、

民間保証等がありますが、その手続については、金庫が定める「貸出事務取扱規程」および「担保評価規程」等により、適切な事務
の取扱いおよび適正な評価を行っております。
また、手形貸付、割引手形、証書貸付、当座貸越、債務保証取引に関して、お客さまが期限の利益を失われた場合には、当該与
信取引の範囲において、預金相殺を用いる場合があります。この際、信用リスク削減方策の一つとして、金庫が定める「貸出事務
取扱規程」や各種約定書等に基づき、法的に有効である旨確認の上、事前の通知や諸手続を省略して払戻充当いたします。
なお、自己資本比率規制で定められている信用リスク削減手法には、適格担保として自金庫預金積金、保証として一般社団法
人しんきん保証基金、その他未担保預金等が該当します。そのうち保証に関する信用度の評価については、一般社団法人しんき
ん保証基金は法人等向けエクスポージャーとして適格格付機関が付与している格付により判定をしております。

信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー （単位：百万円）

ポートフォリオ

信用リスク削減手法が適用されたエクスポージャー 1,389 10,6871,240 13,884

信用リスク削減手法 適格金融資産担保 保　証
令和2年3月期 令和3年3月期 令和2年3月期 令和3年3月期

（注）当金庫は、適格金融資産担保について簡便手法を用いております。

5.派生商品取引および長期決済期間取引の取引相手のリスクに関する
　リスク管理の方針および手続の概要
該当するものはありません。

　オペレーショナル・リスクは、業務運営上、可能な限り回避すべきリスクであり、当金庫では「内部統制基本方針」を踏まえ、組織
体制、管理の仕組みを整備するとともに、リスクの顕現化の未然防止および発生時の影響度の極小化に努めております。
　特に、事務リスク管理については、本部・営業店が一体となり、厳正な各種事務取扱要領の整備、その遵守を心掛けることはもちろ
んのこと、日頃の事務指導や研修体制の強化、さらには牽制態勢としての事務検証などに取組み、事務品質の向上に努めております。
　システムリスクについては、「システムリスク管理要領」に基づき、管理すべきリスクの所在、種類等を明確にし、定期的な点検検査、さら
にはシステム監査を実施し、安定した業務遂行ができるよう、多様化かつ複雑化するリスクに対して、管理態勢の強化に努めております。
　その他のリスクについては、苦情相談窓口の設置による苦情等に対する適切な処理、個人情報および情報セキュリティ体制の
整備、さらには各種リスク商品等に対する説明態勢の整備など、顧客保護の観点を重要視した管理態勢の整備に努めております。
　なお、オペレーショナル・リスク相当額の算定は、基礎的手法による計測を採用しております。
　現状、オペレーショナル・リスクに関連するリスクの状況については、必要に応じて常務会、理事会といった経営陣に対する報告
態勢を整備しております。

7.オペレーショナル・リスクに関するリスク管理の方針および手続の概要

8.出資等エクスポージャーに関するリスク管理の方針および手続の概要
　当金庫の銀行勘定における出資等エクスポージャーにあたるものとしては、上場株式、非上場株式、株式関連投資信託、信金
中央金庫出資金、投資事業有限責任組合への出資金などが該当します。
　このうち、上場株式、株式関連投資信託のリスクの認識については、時価評価および上場株式時価×△20％×β値（個別銘柄
の感応度を示す指標）によるリスク計測によって把握するとともに、運用状況に応じてＡＬＭ委員会や常務会に諮り投資継続の是
非を協議するなど適切なリスク管理に努めております。また、株式関連商品への投資は「資金運用規程」、「有価証券運用計画」の
なかで定める投資枠内での取引に限定するとともに、基本的には債券投資のヘッジ資産として位置づけており、ポートフォリオ全
体のリスク・バランスに配慮した運用に心掛けております。また、その取引については、事務部門（バックオフィス）が外部証票との
照合により内容を確認するなど、投資執行部門（フロントオフィス）に対して牽制が働く体制としております。
　なお、当該取引にかかる会計処理については日本公認会計士協会の「金融商品会計に関する実務指針」に従った適正な処理
を行っております。

（注）投資信託等の裏付け資産のうち出資等エクスポージャーに該当するものは、一括して上場株式等に含めております。

（単位：百万円）イ.貸借対照表計上額および時価等

△17
―

△17

区　分

87
518
606

貸借対照表計上額
370
―

370

時　価 時　価
370
518
889

貸借対照表計上額
上場株式等
非上場株式等
合　計

令和2年3月期 令和3年3月期

（注）1.損益計算書における損益の額を記載しております。
　　2.売却損益には投資の目的で出資した投資事業組合分の損益は含まれておりません。

9
33
―

3
31
―

区　分 令和2年3月期 令和3年3月期
（単位：百万円）ロ.出資等エクスポージャーの売却および償却に伴う損益の額

売却益
売却損
償　却

ハ.貸借対照表で認識され、かつ、損益計算書で認識されない評価損益の額

ニ.貸借対照表および損益計算書で認識されない評価損益の額
該当するものはありません。

リスク・ウェイトの判定に使用する適格格付機関
　30ページ記載の適格格付機関をご参照ください。

投資業務（投資家）の場合
（信用リスク・アセットの算出対象となる証券化エクスポージャーに関する事項）

当金庫における証券化取引は投資業務（投資家）があります。投資業務については、有価証券投資の一環として捉え、リスクの
認識については、市場動向、裏付資産の状況、時価評価および適格格付機関が付与する格付情報などにより把握するとともに、
必要に応じてＡＬＭ委員会、常務会に諮り、適切なリスク管理に努めております。
また、証券化商品への投資は、有価証券に係る運用方針の中で定める運用枠内での取引に限定するとともに、取引にあたって
は、当金庫が定める「資金運用規程」に基づき、運用対象を一定の信用力を有するものとするなど、適正な運用・管理を行ってお
ります。
信用リスク・アセットの額の算出については、標準的手法を採用しております。なお、当該取引に係る会計処理については、日本

公認会計士協会の「金融商品会計に関する実務指針」に従った適正な処理を行っております。

6.証券化エクスポージャーに関するリスク管理の方針および手続の概要

イ．保有する証券化エクスポージャーの額および主な原資産の種類別の内訳
該当するものはありません。

ロ.保有する証券化エクスポージャーの適切な数のリスク・ウェイトの区分ごとの
　 残高および所要自己資本の額等
該当するものはありません。

ハ.保有する再証券化エクスポージャーに対する信用リスク削減手法の適用の有無
該当するものはありません。

△57 △17
区　分 令和2年3月期 令和3年3月期

（単位：百万円）

評価損益

９.リスク・ウェイトのみなし計算が適用されるエクスポージャーに関する事項

1,673
―
―
―
―

908
―
―
―
―

令和2年3月期区　分 令和3年3月期
（単位：百万円）

ルック・スルー方式を適用するエクスポージャー
マンデート方式を適用するエクスポージャー
蓋然性方式(250％)を適用するエクスポージャー
蓋然性方式(400％)を適用するエクスポージャー
フォールバック方式(1,250％)を適用するエクスポージャー

自己資本比率規制（第3の柱）による開示



10.金利リスクに関するリスク管理の方針および手続の概要
「リスク管理の方針および手続の概要」

「金利リスクの算定手法の概要」
1.開示告示に基づく定量的開示の対象となるΔEVEおよびΔNIIに関する以下の事項

2.金庫が自己資本の充実度の評価、ストレステスト、リスク管理、収益管理、経営上の判断その他の目的で、開示告示に基づく定量的開示の対象
　となるΔEVEおよびΔNII以外の金利リスクを計測している場合における、当該金利リスクに関する以下の事項

用語解説

ΔEVE 金利リスクのうち、金利ショックに対する経済的価値の減少額として計測されるもの。

ΔNII 金利リスクのうち、金利ショックに対する算出基準日から12ヶ月を経過する日までの間の金利収益の減少額として計測されるもの。
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自己資本比率規制（第3の柱）による開示
役職員の報酬体系について
 １．対象役員
　当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象役員」
は、常勤理事および常勤監事をいいます。対象役員に対する
報酬等は、職務執行の対価として支払う「基本報酬」および
「賞与」、在任期間中の職務執行および特別功労の対価とし
て退任時に支払う「退職慰労金」で構成されております。

⑴報酬体系の概要
【基本報酬および賞与】
　非常勤を含む全役員の基本報酬および賞与につきまし
ては、総代会において、理事全員および監事全員それぞれ
の支払総額の最高限度額を決定しております。
　そのうえで、各理事の基本報酬額につきましては役位や
在任年数等を、各理事の賞与額については前年度の業績
等をそれぞれ勘案し、当金庫の理事会において決定して
おります。また、各監事の基本報酬額および賞与額につき
ましては、監事の協議により決定しております。

【退職慰労金】
　退職慰労金につきましては、在任期間中に毎期引当金
を計上し、退任時に総代会で承認を得た後、支払っており
ます。
　なお、当金庫では、全役員に適用される退職慰労金の支
払いに関して、主として次の事項を規程で定めております。
　ａ．決定方法　ｂ．支払手段　ｃ．決定時期と支払時期　

⑵令和２年度における対象役員に対する報酬等の支払総額

⑶その他
　「信用金庫法施行規則第１３２条第１項第６号等の規定
に基づき、報酬等に関する事項であって、信用金庫等の業
務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとし
て金融庁長官が別に定めるものを定める件」（平成２４年３
月２９日付金融庁告示第２２号）第２条第１項第４号および
第６号に該当する事項はありませんでした。

 2．対象職員等
　当金庫における報酬体系の開示対象となる「対象職員等」
は、当金庫の非常勤役員、当金庫の職員であって、上記1.対
象役員が受ける報酬等と同等額以上の報酬等を受ける者の
うち、当金庫の業務および財産の状況に重要な影響を与え
る者をいいます。
　なお、令和２年度において対象役員が受ける報酬等と同
等額以上の報酬等を受ける者はおりませんでした。
（注）１．対象職員等には、期中に退任・退職した者も含めております。
　　２．「同等額」は 、令和２年度に対象役員に支払った報酬等の平均額

としております。

区　　分
対象役員に対する報酬等 １１８

支払総額

（注）１．対象役員に該当する理事は６名、監事は１名です。
　　２．上記の内訳は、「基本報酬」９０百万円、「退職慰労金」２７百万円と
　　　なっております。
　　　「退職慰労金」は、当年度に繰り入れた役員退職慰労引当金の額です。

（単位：百万円）

金利リスクに関する事項 (単位：百万円)

5,528

̶

4,665

5,528

̶

157

157

4,525

̶

3,799

4,525

10,760

令和2年3月期 令和3年3月期 令和2年3月期

令和2年3月期 令和3年3月期

令和3年3月期

̶

265

265

11,065

IRRBB1：金利リスク
ΔEVE ΔNII

項　番

1

2

3

4

5

6

7

8

上方パラレルシフト

下方パラレルシフト

スティープ化

フラット化

短期金利上昇

短期金利低下

最大値

自己資本の額

1.リスク管理および計測の対象とする金利リスクの考え方および範
囲に関する説明
リスク管理および計測の対象となる金利リスクは、銀行勘定全
体の金融資産・負債の経済価値変動、保有有価証券の時価変動
並びに銀行勘定全体の資産利益の変動としたうえで管理を行っ
ております。
対象範囲は、「金融商品に関する会計基準」で定義される「金

融資産」および「金融負債」並びにそれらに係る経過勘定として
おります。

2.リスク管理およびリスク削減の方針に関する説明
当金庫は自己資本に対する銀行勘定の金利リスク量（以下、

「IRRBB」という。）の比率を算出・管理することで健全性の確保
に努めております。

3.金利リスク計測の頻度
当金庫は3月・6月・9月・12月を基準として、四半期毎に
IRRBBを計測しております。

4.ヘッジ等金利リスクの削減手法（ヘッジ手段の会計上の取扱いを
含む。）に関する説明
当金庫は削減手法を採用しておりません。

①流動性預金に割り当てられた金利改定の平均満期
流動性預金に割り当てられた金利改定の平均満期は1.125
年としております。

②流動性預金に割り当てられた最長の金利改定満期
流動性預金に割り当てられた最長の金利改定満期は4.5年と
しております。

③流動性預金への満期割り当て方法（コア預金モデル等）およびその前提
流動性預金への満期の割り当て方法については、金融庁が定
める保守的な前提を採用しております。

④固定金利貸出の期限前返済や定期預金の早期解約に関する前提
固定金利貸出の期限前返済および定期預金の期限前解約に
ついては、金融庁が定める保守的な前提を採用しております。

⑤複数の通貨の集計方法およびその前提
通貨別に算出した金利リスクの正値のみ合算し、通貨間の相
関は考慮しておりません。

⑥スプレッドに関する前提
　（計算にあたって割引金利やキャッシュ・フローに含めるか否か等）
採用しておりません。

⑦内部モデルの使用等、ΔEVEおよびΔNIIに重大な影響を及ぼすそ
　　の他の前提

内部モデルは使用しておりません。
⑧前事業年度末の開示からの変動に関する説明
ΔEVE(最大値)については、貸出金残高の増加と有価証券の
　デュレーションの長期化によって増加しております。
ΔNIIについては、預け金の計測対象残高の減少によってリス
　ク量が減少しております。
⑨計測値の解釈や重要性に関するその他の説明

当期の重要性テスト結果は、監督上の基準値である20％を超えて
いるも、次項に掲げるとおり適正に管理されており問題ありません。

①金利ショックに関する説明
統合リスク管理においてはＶａＲにてリスク量を計測し、四半期
毎に常務会にて報告しております。

②金利リスク計測の前提およびその意味
　（特に、開示告示に基づく定量的開示の対象となるΔEVEおよび
　　ΔNIIと大きく異なる点）

内部管理上、金利リスクをＶａＲで計測しており、信用リスクや
その他のリスクと共に、自己資本に照らして適正な水準に収ま
るよう管理しております。
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